
 

 

 

 

支払基金統一事例 

【 病理診断 】 

 

７７０ 病理検査（気胸手術時）の算定について 

 

《令和７年１２月２６日》 

 

○ 取扱い 

 

気胸手術時における病理検査の算定は、医学的に必要とされた場合には原

則として認められる。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

気胸手術時における病理検査は、切除した部分の悪性細胞の有無など、気

胸の誘因となった疾患を鑑別する上で必要である。 

以上のことから、気胸手術時における病理検査の算定は、医学的に必要と

された場合には原則として認められると判断した。 
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